
トイレカーの導⼊について
危機管理室 地域防災課

〈事業概要〉
令和7年度中にトイレカー３台を導⼊する予定。発災後、液状化等により下⽔道に被害が

⽣じ、⽔洗トイレが使えないことも考えられることから、避難⽣活の初動対応の強化を図り、
狭隘な道路でも必要なところに迅速に配置できるよう、軽⾃動⾞タイプを導⼊する予定。運
転は、けん引が必要のない普通免許で運転が可能である。⾞内トイレは、２台が２個室のあ
るタイプと、1台は多⽬的タイプの仕様となっている。
平時においては、⼤規模災害対応合同訓練や、市⺠が集うイベント及び防災公園等への常

設展⽰等で活⽤し、市⺠の携帯トイレ等の備蓄など、防災意識の⾼揚を図る。
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